
令和6～８年度の介護保険料の所得段階が決定しました
介護保険料は15段階で決定します
　65歳以上の方の介護保険料の基準額は年額74,400円（これまでと同額）となりま
す。介護保険料は、各個人の収入に応じて、所得段階別に額を決定しています。今後
の介護給付費の増加を見据え、所得段階を15段階とすることで、保険料負担の公平
性の確保と、低所得者の人への配慮をしています。

※１  大正５年４月１日以前に生まれた人で、一定の条件に該
当する人が受給している年金です。

※ ２  公的年金所得の場合は年金収入額から公的年金等控除額
を差し引いた後の額です。給与所得の場合は給与収入金
額から給与所得控除額を差し引いた後の額です。

※  第6段階以降の住民税課税者への令和３～５年度の介護
保険料にかかる特例措置（合計所得金額に給与所得また
は公的年金等に係る所得が含まれている場合に当該給与

所得および公的年金等に係る所得の合計額から10万円を
控除）が終了したため、所得段階が変わることがあります。

※  第１～３段階は所得の低い人への軽減があるため、実際
にお納めいただく金額は（　）内の金額です。

※  世帯は毎年４月１日の状況で判断します。４月２日以降
に日野町の第１号被保険者資格を取得された人は、その
取得日の世帯状況となります。

令和6年度から令和8年度までの保険料
保険料 

段階区分 対象者 保険料率[基準額]
74,400円 保険料年額

第１段階
・生活保護受給の人 
・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給※1の人 
・ 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入

額が80万円以下の人

基準額×0.455
（基準額×0.285）

33,852円
（21,204円）

第２段階 世帯全員が住民税非課税で、前
年の課税年金収入額と合計所
得金額※2が

80万円を超え120万円以下の人 基準額×0.65 
（基準額×0.45）

48,360円
（33,480円）

第３段階 120万円を超える人 基準額×0.69
（基準額×0.685）

51,336円
（50,964円）

第４段階 本人は住民税非課税で世帯内に住
民税課税の人がおられ、前年の課
税年金収入額と合計所得金額が

80万円以下の人 基準額×0.88 65,472円

第５段階 80万円を超える人 【基準額】 74,400円

第６段階

本人が住民税課税で
前年の合計所得金額が

120万円未満の人 基準額×1.13 84,072円

第７段階 120万円以上210万円未満の人 基準額×1.25 93,000円

第８段階 210万円以上320万円未満の人 基準額×1.50 111,600円

第９段階 320万円以上400万円未満の人 基準額×1.70 126,480円

第10段階 400万円以上500万円未満の人 基準額×1.85 137,640円

第11段階 500万円以上600万円未満の人 基準額×2.00 148,800円

第12段階 600万円以上700万円未満の人 基準額×2.20 163,680円

第13段階 700万円以上800万円未満の人 基準額×2.30 171,120円

第14段階 800万円以上1,000万円未満の人 基準額×2.40 178,560円
第15段階 1,000万円以上の人 基準額×2.60 193,440円

●保険料は、住民税の課税状況や所得などに応じて15段階に分けられます。

介護報酬が改定されました
　令和６年４月から、人口構造や社会経済状況の変
化をふまえ、「地域ケアシステムの深化・推進」「自
立支援・重度化防止に向けた対応」「良質な介護サー

ビスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」
「制度安定性・持続可能性の確保」を図る目的に介護
報酬が改定されました。

   【全体改定率　＋1.59％】

◆問い合わせ先　長寿福祉課　高齢者福祉介護担当　☎ 0748-52-6501◆問い合わせ先　長寿福祉課　地域包括支援担当　☎ 0748-52-6001
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。

　松尾３区では令和６年２月から新たに「お
たっしゃ教室」を開催しています。
　毎週約10名が参加しており、運動指導士に
指導していただきながら、体をほぐす体操や筋
トレ、脳トレを行っています。体操中は、「笑
えれば幸せ」と終始和やかな雰囲気です。
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ね
60
歳
以
上
の
男
性

▼
参
加
費
　
無
料

▼
開
催
場
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と
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時

私たちもはじめました！
～松尾3区～

お
た
っ
し
ゃ
教
室

男
性
の
た
め
の
運
動
教
室

松尾3区の会所で開
催してい

松尾3区の会所で開
催してい

るので、歩いて参加し
、健康

るので、歩いて参加し
、健康

づくりに役立てていま
す。

づくりに役立てていま
す。
ここに来たら、みんなとここに来たら、みんなと
話せるので、毎週休ま話せるので、毎週休ま
ずに参加しています。続ずに参加しています。続
けて開催したいです。けて開催したいです。
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